
No. 52013. 9. 17

父母連は、世田谷区内の学童クラブの父母会を主体とした情報交換と
相互交流のための自主的な団体です。子どもたちの放課後の生活を充
実させ、学童クラブをよりよいものにしていくために活動しています。

1予算要望のあらまし
前回のニュースでもお知らせしましたが、毎
年父母連では次年度の区の予算策定に合わせ
て、学童クラブの改善を目的に、父母連および
各校父母会の要望をまとめて区に提出し、担当
所管部署との懇談会を開催しています。
要望は制度や設備の改善等多岐に渡ります
が、利用者の声を直接行政に届け、回答をもら
うようにしています。
各校父母会の要望は、各校間の施設・設備・
運営状況が立地条件の違いもありバラバラです

が、決められた書式はありませんし、64校全て
が提出可能です。アンケートを実施して要望を
取りまとめたり、役員間で相談して決めている
父母会もありますので、気になることがあれば、
各校父母会の役員にご相談ください。また、昨
年の各校父母会の要望は、今年の父母連の総会
資料を参考にしてください。
各校父母会の要望書は父母連でとりまとめて
区に提出しますので、9月20日を目処にword
またはテキスト形式で、父母連メールアドレス

に送付してください。送付が間に合わない場合
は、懇談会に直接持ち込みも可能ですので、ご
連絡ください。
懇談会は、9月25日（水）19時より、上町児
童館（世田谷2-30-16）２Fミーティングルーム
で開催されます。児童館の玄関の右側に外階段
がありますので、そちらよりお入りください。
どなたでも参加できますので、奮ってご参加く
ださい。

2014年度の予算要望について

2父母連の要望について
父母連の要望は、学童クラブを取り巻く環境や
各ブロック会での議論を参考にして作成します。
今年度は以下の要望を出します。

①学童クラブにおける中長期的な展望を検討・
提言する委員会の立ち上げ
現状は各校間で大きな格差があり、利用料を
徴収するにしては不公平感があります。基準と
すべき水準を明示し、公設・公営で児童の育成
に責任をもった学童クラブが果たすべき機能、
備えるべき条件、保護者の意見を取り入れる場
の設置を求めます。

②子ども子育てプラン会議への参画・意見の採用
児童福祉法等の改正もあり、国の子育て支援
プランをベースに、区でも子ども子育てプラン
の会議が開催されていますので、学童利用者の
声を反映させていただきたいです。

③制度改善および制度試行の継続・拡大
長期休暇等の学童利用料減免措置の改善や
BOP利用時のお弁当持参の継続・拡大、学校プー
ル参加時のBOP利用等の合理的改善を求めます。

④新BOP安全対策マニュアル策定後の利用・実
施状況について
•	 避難訓練の充実
•	 学校・地域との連携と防災用具・備蓄食料
の確保

•	 保護者との連絡方法の改善
•	 事故や病気、慢性疾患による対応の基本的
な考え方

これらの基本的な行動について、まとめて保
護者に配布するようにして欲しいです。

⑤大規模学童クラブに対する児童保育の充実の
考え方の再検討と明示
適正規模もあり、何よりも心と体の問題も含
めて子ども達を守る場所という観点に立ち、大

規模化における児童保育の充実のために、分離
分割を含めた考え方を明示して欲しいです。

⑥利用料について
利用料の収支の公開をし、利用者が納得でき
るようにしてください。

⑦要配慮児童の継続対応
利用制限廃止、要配慮児童対応の継続を要望
します。設備面についても、バリアフリー化の
推進を求めます。

⑧児童への対応向上のために、職員が安心して
働ける雇用環境と研修の充実
児童のため安心して働きたくなるような雇用
環境向上を引き続き求めます。

⑨入室説明会の会場確保
毎年苦労している会場確保の協力を依頼します。
� (会長 千葉 哲)

2014年度の予算要望について2014年度の予算要望について

今後のスケジュール

■ 予算要望懇談会 ■
日時：9 月 25 日（水）19 時〜
場所：上町児童館 

（世田谷 2-30-16） 
2F ミーティングルーム

玄関右側外階段よりお入りくだ
さい。

1・2・3 ブロック会 第 3 回 11 月 10 日㈯ 10 時～ 太子堂区民センター
4 ブロック会 第 4 回 11 月 9 日㈯ 19 時～ 経堂地区会館
6 ブロック会 第 5 回 10 月 19 日㈯ 10 時～ 砧南小学校
7 ブロック会 第 3 回 9 月 21 日㈯ 10 時～ 桜町小学校
8 ブロック会 第 3 回 11 月 9 日㈯ 13 時～ 東玉川小学校

運動会実行委員会 第 4 回 10 月 5 日㈯ 19 時～ 太子堂区民センター
運動会実行委員会 第 5 回 10 月 26 日㈯ 19 時～ 太子堂区民センター
第 48 回全国学童保育研究集会 10 月 5 日㈯・6 日㈰ 岡山 桃太郎アリーナ・岡山大学

第11回世田谷父母連合同運動会 11 月 3 日㈰ 砧総合運動場陸上競技場
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お問い合わせは、父母連事務局まで
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父母連会費と「日本の学童ほいく誌」について
●	父母連会費は、1 年間　400 円×世帯数（4 月 1 日現在）です。
●	「日本の学童ほいく誌」誌代は、3,960 円（1 冊年間購読）です。

■郵便振替口座　00110 - 6 -650871
■加入者名　世田谷区学童保育クラブ父母会連絡会
※「通信欄」に「父母会名」「明細」をご記入ください。

《銀行から振込の場合》
■銀行名：ゆうちょ銀行　　■金融機関コード：９９００
■店番：０１９　　■店名（カナ）：〇一九（ゼ ロイチキュウ店）
■預金種目：当座　　口座番号：０６５０８７１
■カナ氏名：セタガ ヤクガ クド ウホイククラブ フボ カイレンラクカイ
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第11回
世田谷区学童クラブ父母会合同運動会に
参加しよう！

～実行委員会便り～③

開催日時：	平成25年11月3日	
（日／祝日）	
10時から16時（※雨天中止）

場所：	 世田谷区立総合運動場	
陸上競技場	
（世田谷区大蔵4-6-1）

参加申込書提出期限：	
平成25年9月20日（金）

参加申込書提出先：	
各学童クラブ職員。	
個人参加の場合は父母連

参加資格：	学童クラブ登録児童とその家
族（未就学児・OB・OGも大
歓迎です）

参加費：	 参加者一人につき100円

※1	未就学児も「ちびっこ親子レース」に
参加できます。

※2	未就学児は競技に参加する場合のみ参
加費をお支払いください。

※3	参加費は父母会ごとに一括か、個人参
加の場合は個人で、当日受付にてお支
払いください。事前徴収はいたしませ
ん。

※4	当日、受付は大変混雑いたします。な
るべく父母会単位での受付をお願いい
たします。

※5	キャンセルの場合、参加費は必要あり
ません。

9月7日（土）15時より太子堂区民センター
で第2回運営委員会が開かれ、13名が出席し、
⑴予算要望について、⑵区長面談の要望につい
て、などが話し合われました。
世田谷父母連では毎年、次年度予算の編成期
にあわせて各父母会等からの要望書をとりまと
め、父母連の要望書とともに区に提出していま
す。また、要望書を提出する際に区の担当部局
との懇談会を開催し、毎年多くの父母会からの
参加を得て、父母連・各父母会の要望や学童
クラブ一般の問題について意見を交換していま
す。今年も各父母会から予算要望書を提出しま
しょう。
続いて千葉会長から父母連としての予算要望
書の概要について説明があり、承認されました。
重要なポイントは、⑴学童クラブの中長期的な

展望を検討・提言する委員会の立ち上げ、⑵子
ども子育てプラン会議への学童クラブ代表の参
画と意見の採用、⑶新BOP安全マニュアル策定
後の利用・実施状況、⑷大規模学童クラブにお
ける保育の充実、⑸職員が安心して働ける雇用
環境と研修の充実、⑹長期休暇中の減免措置の
改善、などです。
さらに、父母連における予算要望の取りまと
めに間に合わなくても、いつでも要望書は提出
できるので、ぜひ各父母会で取り組んで欲しい
という補足意見がありました。
区長面談の要望についても、千葉会長から発
言があり、区長と面談し、有料化をきっかけと
して、学童クラブをさらによくしていく区とし
てのスタンスを確認したいと表明されました。
続いて交流会が開催され、⑴夏休みにおける

学童OB4年生の弁当持参、⑵有料化にともなう
学童クラブ児童数の増減、など、主に夏休みの
様子について情報を交換しました。
「弁当持参可の通知が遅く、周知徹底してい
なかったのでは？」「プールからのBOP参加は
駄目というので、BOPで食べさせるため、プー
ルを諦めさせられた4年生もいた」「有料化が原
因かはっきりしないが、学童児童数の増減があ
ったため、職員さんが困った」「父母会費をど
うするか問題」「有料化で朝夕延長になったの
はありがたい」などの意見が交わされました。
� (父母連事務局 田嶋信雄)

第2回運営委員会・交流会報告

11月3日の合同運動会まで2か月をきり、皆
さんのお手元にも参加申込書が届いていること
と思います。9月20日が申込書の提出期限とな
っておりますが、まだ、間に合います。当日参
加もできますが、準備の都合上、是非申込みを
お願いします。そして、たくさんの競技に出場
して、みんなで楽しい一日を過ごしましょう！

申し込み方法
申込書はすでに配布されていることと思いま
す。必要事項を記入し、参加申込書を連絡帳に
はさんで学童クラブに提出してください。
提出された申込書は各学童クラブ父母会で指
定の集約表に集約していただき、一括して父母
連宛に送付をお願いいたします。集約表は父母
連ホームページ（http://www.geocities.co.jp/
SweetHome-Skyblue/3450/index.html）から
ダウンロードして下さい。父母会で集約できな
い場合は、個人で申込書を父母連宛にメール・
FAX・郵送のいずれかでお送りください。
プログラムや名札、ハチマキは10月の運動会
実行委員会にて各父母会にお渡しします。実行
委員会に欠席された父母会、個人には郵送いた
します。また、当日の天候により、開催・中止
の連絡をいたしますので、個人の申し込みの方
も、必ず住所・連絡先を明記して下さい。

� （合同運動会担当 高取亮太）


